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八代広域行政事務組合議会 令和３年２月定例会会議録（第１号） 

 

１．招集年月日 令和３年２月８日（月） 

 

１．招集場所  八代広域行政事務組合議場 

 

１．出席議員及び欠席議員の氏名 

  （１）出席議員（１０人） 

１番 増 田 一 喜 君     ２番 成 松 由紀夫 君   

 ３番 百 田   隆 君     ４番 橋 本 幸 一 君  

 ５番 村 川 清 則 君         ６番 中 村 和 美 君 

７番 山 本 幸 廣 君          ８番 堀   徹 男 君  

９番 西 尾 正 剛 君        １０番 上 田 健 一 君 

  （２）欠席議員（なし）   

 

１．説明のため会議に出席した者の職、氏名 

管理者  中 村 博 生 君（八代市長） 

副管理者 藤 本 一 臣 君（氷川町長） 

監査委員 江 﨑 眞 通 君 

消防長 谷井 祐典 君、 次長兼危機管理監 坂井 寿弘 君、  

次長兼八代消防署長 上野 三郎 君、  会計管理者兼会計課長 竹永 功治 君、 

鏡消防署長 塚本 正義 君、 警防課長 垣下 孝幸 君、  

指令課長 今田 博士 君、 予防課長 濱田 克一 君、  

総務課長 谷口 研朗 君 

 

１．職務のため議場に出席した職員の職、氏名 

総務課長補佐兼総務係長 久保田 宏之 君、  同課人事教養係長 久保田 鉄也 君、 

同課財政係長 田村 修 君、 同課主任 村上 正樹 君、 同課主任 東坂 宰 君 

 

１．議事日程（第１号） 

日程第１  会期の決定   

日程第２  議第 1号  令和３年度八代広域行政事務組合一般会計予算 

           について 

日程第３  議第２号  八代広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び 

費用弁償に関する条例の制定について 

日程第４  議第３号  八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁償 

に関する条例の全部改正について 

日程第５  議第４号  八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正 

について 

   日程第６  議第５号  財産の取得について 

   日程第７  議第６号  財産の取得について 
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１．会議に付した事件 

１．日程第１  

１．日程第２  

１．日程第３  
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１．日程第５  

１．日程第６ 

１．日程第７ 

    １．休会の件（２月９日から２月１７日まで） 
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（午前１０時００分 開会） 

  

○議長（橋本幸一君） 皆さん、おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

これより、八代広域行政事務組合議会令和３年２月定例会を開会いたします。 

 

― 議長の諸報告 ― 

○議長（橋本幸一君） 諸般の報告をいたします。 

本日、管理者から議案６件が送付され、受理いたしました。 

   その余の報告は、朗読を省略いたします。 

 

〇議長（橋本幸一君） これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手許に配付のとおりでございます。 

 

― 日程第１ ― 

○議長（橋本幸一君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から２月１８日までの１１日間といたしたいが、こ 

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 

― 日程第２～日程第７ ― 

○議長（橋本幸一君） 日程第２から日程第７まで、すなわち議第１号から同第６号 

までの議案６件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。 

 

◎管理者（中村博生君） 議長。（挙手） 

 

〇議長（橋本幸一君） 管理者 中村博生君。 

 

（管理者 中村博生君 登壇） 

◎管理者（中村博生君） 皆さん、おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

   新型コロナウイルス感染症につきましては、全国的な感染の急拡大を受け先月

７日に緊急事態宣言が再び発令されました。宣言以降、新規感染者数は減少傾向

にあるものの、引き続き医療体制がひっ迫している状況などを考慮され、首都圏

や関西などの１０都府県については、期間を来月７日まで延長することが決定さ

れました。 

熊本県においても、先月１４日に独自の緊急事態宣言を発令され、不要不急の

外出自粛や飲食店の時短営業、テレワークの推進などを要請された結果、県内に

おける新規感染者数も確実に減少してはいるものの、病床使用率や療養者数が依

然として高い水準にあることから、宣言期間を今月２１日まで延長されました。 
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一方、管内においては１２月上旬から１月下旬にかけて、ほぼ毎日のように感

染が確認されておりましたが、ここ最近は新規感染者数ゼロの状況が続いており

ます。地域住民の皆様の感染防止に対する御理解と御協力に、改めて感謝を申し

上げますとともに、この流れを止めることなく、終息に向け、引き続き全力で取

り組んでいかなければならないと考えております。 

消防本部におきましても、救急活動や救助活動、来庁者等との対人対応におい

て徹底した感染防止対策を行っておりますが、今後も気を緩めることなく、感染

しない、感染させないことを常に意識した行動に努めてまいります。 

それでは、議案の提案理由の説明に先立ちまして、最近の消防本部の動向につ

いて報告させていただきます。 

   令和２年中の火災・救急の件数ですが、火災件数は３５件、八代市が３３件、

氷川町が２件で、前年に比べ１件の減少となりました。火災原因の主なものは焚

き火、たばこ、放火の順に多い状況でありました。 

   また、今年に入り１月だけで５件もの火災が発生し、そのうち建物火災が３件、

さらには死者も発生しておりますことから、緊急火災予防対策として車両による

広報やケーブルテレビ、組合ホームページ、ＳＮＳによる配信など、予防広報活

動を強化し、さらなる火災予防に努めるよう指示したところであります。 

   次に、救急件数ですが、６８９８件の救急出場があり、前年に比べ４９９件の

減少、搬送人員につきましても６４２０人と前年比４９４人の減少でありました。

要因としましては、新型コロナウイルス感染症の影響で感染予防の意識が向上し、

インフルエンザ等の急病患者が減ったことや、病院での感染リスクを避けるため

救急要請を控える心理が働いたこと、外出自粛等により交通事故が減ったことな

どが考えられ、全国的にも同様の傾向にあるようでございます。 

   救急活動では、新型コロナウイルスの感染者を搬送することもありますので、

徹底した感染防止対策を講じるとともに、迅速かつ丁寧な活動など、住民満足度

の高い消防行政サービスの提供に努めてまいります。 

   続いて、消防表彰２件について報告いたします。 

まず１件目が令和２年７月豪雨災害時における救助事案で、八代市坂本町西部

地区で孤立状態となった住民約３０人を、ＮＰＯ法人球磨川アドベンチャーズや

つしろのメンバー４人がボート２艘を使用し、安全な場所へ救出されました。自

らの生命に危険があるにもかかわらず、迅速に孤立住民を救出された行為に対し、

昨年１２月２１日にＮＰＯ法人球磨川アドベンチャーズやつしろ様を、消防長表

彰として表彰いたしました。 

２件目が令和３年１月４日に発生した火災事案で、住宅火災に気づいた近隣住

民５人の方々が消火栓ホースを使用し、出火建物及び隣接する建物へ消火活動を

行われたものであります。火災の発見が遅れがちな時間帯の中での通報や、消防

隊到着までに隣接する建物への延焼拡大を最小限にくい止められた一連の消火活

動に対し、２月１０日に消防長表彰を行うことといたしております。なお、消防

団員１人と辞退された１人を除く３人の方々を表彰いたします。 

改めまして、被表彰者の方々に御礼を申し上げたいと思います。 

続きまして、消防車両の更新整備につきましては鏡消防署配備の消防ポンプ自

動車、泉分署配備の高規格救急自動車各１台を整備するとともに、被災した坂本
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分署配備の災害対応広報車、消防ポンプ自動車及び高規格救急自動車に    

つきましては、令和３年６月から１０月にかけてそれぞれ整備を行う予定といた

しております。 

   議員各位におかれましては、事業推進にあたり御理解いただきましたことに改

めて感謝を申し上げますとともに、今後も住民の更なる安心・安全の確保に向け

職員一丸となって業務を遂行してまいりたいと考えておりますので、御協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

以上、消防本部の動向について報告させていただきました。 

   それでは、引き続き提案理由の説明をいたします。 

   議第１号の令和３年度八代広域行政事務組合一般会計予算につきましては、組

合運営の財源の大半が八代市と氷川町の負担金で賄われていることを再認識し、

構成市町の予算編成や歳出削減の取り組み等も参考にしながら、併せて本組合の

事務事業につきましても評価・点検を十分に行い、次年度の予算編成を行なって

おります。 

   主な内容としましては、まず、消防力充実強化事業では、庁舎建設事業として

仮称新開消防署庁舎建設事業における基本設計、地質調査及び造成設計。 

消防施設等の整備として、新開分署配備の大型化学車、及び鏡消防署配備の災

害対応特殊救急自動車の買い替え整備。 

 消防資機材整備事業では、水害対応資機材、墜落制止用器具、消防用ホース及

び空気呼吸器等の整備。 

 救急高度化推進事業では、第５次急高度化推進計画に基づく救急救命士、及び

救急隊員の養成、応急手当及び救急資機材の整備・更新、住民への応急手当普及

啓発活動の推進。 

 職員研修事業では、熊本県消防保安課、防災消防航空隊及び消防学校への派遣、

消防大学校及び消防学校への入校、各種研修並びに講習の受講など、近年多様化

する消防行政に対応する人材育成のための予算を計上しております。 

   次に、議第２号・八代広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関

する条例の制定、及び議第３号・八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁

償に関する条例の全部改正につきましては、現行の２つの費用弁償に関する条例

から、それぞれ組合議員に係るものと、その他付属機関の非常勤職員に係るもの

とを地方自治法に基づき条例整備を行うことから、所要の条例を制定又は全部改

正するものであります。 

   次に、議第４号・八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正につきまして

は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の条例の一部を

改正するものでございます。 

   最後に、議第５号及び議第６号の財産の取得につきましては、いずれも７月豪

雨災害で被災しました八代消防署坂本分署配備の車両２台の買い替え購入であ

り、議第５号が消防ポンプ自動車、議第６号が高規格救急自動車及び高度救命処

置用資機材であります。予定価格２０００万円以上の財産の取得については議会

の議決が必要となりますことから、提案するものでございます。 

   以上が、各議案の提案理由の説明となります。詳しい内容については、この後、
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消防長が説明いたします。 

   よろしく御審議のうえ、何とぞ御賛同いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

◎消防長（谷井祐典君） 議長。（挙手） 

 

〇議長（橋本幸一君） 消防長 谷井祐典君。 

 

（消防長 谷井祐典君 登壇） 

◎消防長（谷井祐典君）おはようございます。  

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

それでは、今回提案をいたしております議第１号・令和３年度八代広域行政事 

務組合一般会計予算について説明いたします。 

   お手許の予算書の３ページをお開きください。第１条第１項において歳入歳出 

  予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３億６１０万円と定めております。 

   第２条では債務負担行為について、第３条では地方債について、第４条では一 

時借入金の借入れの最高額を１億円と定めております。第５条では、歳出予算の 

流用について定めております。 

   ４、５ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算につきましては、後に 

  添付しております一般会計予算に関する説明書により説明いたします。 

   ６ページをお開きください。第２表、債務負担行為につきましては、財務会計 

  システム等リース経費の限度額を１１８６万５０００円、備品管理システムリー 

  ス経費の限度額を１３２万円、期間につきましては、いずれも令和４年度から令 

  和７年度までとしております。 

   第３表、地方債につきましては、消防施設整備事業の限度額を１億４１０万円、 

災害復旧事業の限度額を６００万円とし、利率については、いずれも４％以内と 

定めております。 

   それでは予算に関する説明をいたします。１０ページをお開きください。 

２．歳入ですが、款１・分担金及び負担金の目１・市町負担金は、消防費負担 

金として２０億９１２５万３０００円を計上しており、予算総額の約９０．７パ

ーセントを占めております。 

   款２・使用料及び手数料において、項１・使用料、目１・消防使用料は自動販 

売機の行政財産使用料等として１４万８０００円を計上。項２・手数料、目１・ 

消防手数料は危険物申請手数料等として５４８万４０００円を計上しております。

款３・国庫支出金の目１・消防費国庫補助金は、緊急消防援助隊設備整備費補 

助金として１４８１万９０００円を計上しております。 

   １１ページをお願いします。款４・県支出金の目１・消防費県補助金は球磨川 

水系防災・減災ソフト対策等補助金として５１６万円を計上しております。 

   款５・財産収入においては、項１・財産運用収入の目１・財産貸付収入は自動 

販売機設置料等として９９万５０００円、目２・利子及び配当金は職員退職手当 

基金等の利子８万９０００円を計上。項２・財産売払収入の目１・物品売払収入 

は、廃車車両の売払いとして６４万９０００円を計上しております。 

   １２ページをお開きください。款６・繰越金の目１・繰越金は５８００万円を 



 

7 

計上しております。款７・諸収入においては、項１、目１・組合預金利子では 

１０００円を計上し、項２、目１・雑入１９４０万２０００円の主なものとしま 

して高速道路救急支弁金、熊本県派遣職員人件費などを計上しております。 

１３ページをお願いします。款８・組合債の目１・消防債１億１０１０万円は 

災害対応特殊救急自動車、及び大型化学車の整備、並びに坂本分署仮設庁舎リー 

スに伴う消防債でございます。 

以上で歳入の説明を終わり、引き続き歳出について説明いたします。 

１４ページをお願いします。款１・議会費の目１・議会費では議員の報酬及び 

行政視察費等に係る旅費をはじめ、議会運営費としまして１３６万６０００円を 

計上しております。 

   次に、款２・総務費の目１・一般管理費におきましては４３８４万１０００円 

を計上しております。主な内容としましては、本組合の全般的な管理事務、財務・ 

財産管理等に要する経費でございます。 

   １５ページをお願いします。節１０・需用費１０２９万２０００円は本組合管 

内の全世帯に配布しております組合広報紙キララの発行に伴う印刷製本費、本部 

主訓練棟の改修など庁舎に係る修繕料等に要する経費が、その主なものでござい 

ます。節１２・委託料１１７６万円は庁舎維持管理の業務委託に要する経費、節 

１３・使用料及び賃借料９４１万３０００円は坂本分署仮設庁舎リース経費など 

によるものでございます。節２４・積立金１００８万９０００円は、庁舎建設基 

金への積立１０００万円と各基金の利子分の積立でございます。 

   １６ページをお開きください。款２・総務費の目１・監査委員費では監査に要 

  する経費としまして１万８０００円を計上しております。 

次に、款３・消防費の目１・常備消防費では１８億２２３２万円を計上してお 

ります。主な内容としましては消防職員２２０人及び再任用職員１７人分の人件 

費、即ち給料、職員手当等、共済費合わせまして１６億４９９２万９０００円で 

ございます。 

   １７ページをお願いします。節１０・需用費４７６７万６０００円は消防車両 

等の燃料費、光熱水費などに要する経費がその主なものでございます。節１１・ 

役務費１３４７万７０００円は指令回線や電話料等の通信運搬費、車検時の自動 

車保険料等に要する経費が、その主なものでございます。 

節１２・委託料３２９６万２０００円は高機能消防指令システム等保守委託、 

職員健康診断委託に要する経費が、その主なものでございます。 

   １８ページをお願いします。節１３・使用料及び賃借料２５５４万２０００円 

は職員の仮眠用寝具、事務機器等に係るリース料や防火衣リース料が、その主な 

ものでございます。節１７・備品購入費３４９５万３０００円は、法令改正に伴 

う墜落制止用器具の整備等による機械器具費、職員の貸与被服費、令和２年７月 

豪雨災害を踏まえ、水害対応資機材の拡充整備など災害対策強化費に要する経費 

でございます。節１８・負担金補助及び交付金１１９７万６０００円は協議会関 

係負担金や消防学校入校負担金等が、その主なものでございます。 

   次に、目２・消防施設費では 1 億３２３２万７０００円を計上しております。 

  主な内容としまして、節１７の備品購入費 1億２９００万円は消防力の充実強化 

のため、鏡消防署の災害対応特殊救急自動車、新開分署の大型化学車の買い替え 
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整備に伴う経費でございます。 

１９ページをお願いします。目３の特別防災費では１億６３２５万８０００円 

を計上しております。主な内容といたしましては消防職員２０人の人件費、即ち 

給料、職員手当等、共済費合わせまして１億５４２３万４０００円でございます。 

節８・旅費から２０ページの節２６・公課費までの支出項目につきましては、常 

備消防費と同様の項目で計上しております。 

   目４・庁舎建設事業費では３５５１万３０００円を計上しております。これは、 

節１２・委託料として仮称新開消防署庁舎建設事業における基本設計、地質調査 

及び造成設計の業務委託にかかる経費でございます。 

   ２１ページをお願いします。款５・公債費では 1億３４５万６０００円を計上 

しております。これは庁舎建設事業債、消防施設整備事業債及び災害復旧事業債 

の元金の償還分９９９６万６０００円、及び利子の償還分３４９万円でございま 

す。款６・予備費では前年度同様４００万円を計上しております。 

   以上で歳出の説明を終わり、少し飛びまして、２９ページをお開きください。 

   これは坂本分署仮設庁舎リース、財務会計システム等リース、備品管理システ 

ムリースそれぞれの経費に係る債務負担行為の支出額に関する調書で、令和３年 

度以降の支出予定額は、坂本分署仮設庁舎リース経費が１億１３１６万円、財務 

会計システム等リース経費が１１８６万５０００円、備品管理システムリース経 

費が１３２万円でございます。 

   ３０ページをお願いします。これは地方債の現在高に関する調書で、令和３年 

度末現在高見込み額の合計は９億２９９０万３０００円でございます。 

   ３１ページですが、これは関係市町別負担金表で、令和３年度の負担金は八代 

  市が１８億５６３９万６０００円、氷川町が２億３４８５万７０００円で、合計 

２０億９１２５万３０００円でございます。 

   以上で、議第１号・令和３年度八代広域行政事務組合一般会計予算についての 

説明を終わります。 

   次に、議第２号・八代広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関 

する条例の制定について、説明いたします。 

議案書の議第２号１ページをお願いします。この制定は地方自治法第２０３条 

第４項の規定に基づき、現行の八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁償 

に関する条例中の、議会議員に係る部分を抽出し、併せて費用弁償等を見直し、 

新たに新規条例として制定するものでございます。 

２ページをお願いします。本則におきましては第１条で趣旨を、第２条で議員 

報酬を、第３条で支給方法を、第４条で費用弁償を定め、会議等の出席における 

費用弁償額を居住校区に応じた別表第２の費用弁償額に見直し、第５条で委任に 

ついて定めております。 

   附則につきましては、施行期日を令和３年４月１日といたしております。 

以上で、議第２号・八代広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に 

関する条例の制定についての説明を終わります。 

   次に、議第３号・八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁償に関する条 

例の全部改正について、説明いたします。 

議案書の議第３号３ページをお願いします。この改正は現行の２つの報酬及び 
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費用弁償条例の中から、議第２号で説明した議員に係るものを除いた正副管理者 

・監査委員、及びその他非常勤の職員についてを地方自治法第２０３条の２第５ 

項の規定に基づき、特別職の報酬及び費用弁償に関する条例として一本化し整理 

することから、その全部を改正するものでございます。 

   ４ページをお願いします。本則におきましては第１条で趣旨を、第２条で非常 

勤職員の報酬を、第３条で支給方法を、第４条で費用弁償を、第５条で委任をそ 

れぞれ定めております。 

附則につきましては、第１項で施行期日を令和３年４月１日とし、第２項で現 

行の八代広域行政事務組合報酬及び費用弁償条例を廃止することといたしており

ます。 

   以上で、議第３号・八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁償に関する 

条例の全部改正についての説明を終わります。 

   次に、議第４号・八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について、説 

明いたします。 

議案書の議第４号６ページをお願いします。この改正は、対象火気設備等の位 

置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基 

準を定める省令の一部改正に伴い、電気自動車等に充電する急速充電設備の全出 

力の上限を現行の５０キロワットから２００キロワットまでに拡大し、併せてそ 

の火災予防上の必要な措置を定めるとともに、その他所要の規定の整備を図るた 

め、条例の一部を改正するものでございます。 

   ７ページをお願いします。本則におきましては、第８条の３においては号ズレ 

及び誤記の訂正、第１１条の２においては、電気自動車等へ充電する設備の全出 

力の上限を５０キロワットから２００キロワットに拡大し、急速充電設備の位置、 

構造及び管理の基準に、第１号で急速充電設備の屋外設置基準。第１３号でコネ 

クター操作時の落下防止措置。第１４号で充電用ケーブルの冷却液体の漏えい防 

止措置及び液体の流用や温度異常時の急速充電設備の自動停止措置。第１５号で 

複数の充電用ケーブルの同時使用に伴う開閉器の異常検知及び異常時の急速充電 

設備の自動停止措置を新たに追加しております。 

また、第４５条においては火を使用する設備等の設置の届け出に、急速充電設 

備を追加しております。 

附則につきましては、第１項で施行期日を令和３年４月１日とし、第２項で経 

過措置として、現に設置され、又は工事中の急速充電設備については従前の例に 

よることと定めております。 

   以上で、議第４号・八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正についての 

説明を終わります。 

次に、議第５号・財産の取得について、説明いたします。 

議案書の議第５号８ページをお願いします。議第５号の財産の取得につきまし 

ては、７月豪雨災害で被災しました八代消防署坂本分署配備の消防ポンプ自動車 

の買い替えに伴うものでございます。 

取得予定価格は２６１８万円で、熊本市中央区上水前寺１丁目１０番５号の熊 

本いちはら工業株式会社、代表取締役澤田悦幸様と契約を行うものです。 

予定価格が２０００万円を超える財産の取得となりますことから、議会にお諮 
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りするものでございます。 

   以上で、議第５号の財産の取得についての説明を終わります。 

   最後に、議第６号の財産の取得について、説明いたします。 

   議案書の議第６号９ページをお願いします。議第６号の財産の取得につきまし 

ては、議第５号と同様、７月豪雨災害で被災しました八代消防署坂本分署配備の 

高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材一式の買い替えに伴うものでござい 

ます。 

取得予定価格は２７７８万１１６０円で、熊本市中央区神水２丁目１０番１の 

１０５号、株式会社ニッケカスタム熊本、代表取締役渋谷明子様と契約を行うも 

のです。 

   予定価格が２０００万円を超える財産の取得となりますことから、議会にお諮 

りするものでございます。 

   以上で、今回提案の議第１号から議第６号までの説明を終わります。 

   御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（橋本幸一君） 以上で、提出者の説明を終わります。 

 

○議長（橋本幸一君） 日程第２から日程第７までの議案６件の議事を、しばらく中 

止いたします。 

 

― 休会の件 ― 

○議長（橋本幸一君） この際、休会の件についてお諮りいたします。 

明２月９日から２月１７日までは休会といたしたいが、これに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 

〇議長（橋本幸一君） 日程第２から日程第７までの、議案６件の議事を再開いたし 

ます。 

 

〇議長（橋本幸一君） この際、お諮りいたします。 

本６件に対する本日の議事はこの程度にとどめ、延会といたしたいが、これに 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

なお、明２月９日から２月１７日までは休会とし、次の会議は２月１８日午前

１０時に開きます。 

   本日は、これにて延会いたします。ご苦労様でした。 

（午前１０時３８分 延会） 


